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 １ 施設の概要 

   長崎市体験の森 

 

   

   （１）位置図                              

 （２）平面図（配置図） 
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  （３）施設写真 

森林学習施設（外観） 森林学習施設（内部） 休養宿泊施設（外観） 休養宿泊施設（内部） 

    
キャンプ施設 涼坂運動広場 涼坂運動広場 駐車場 

     
 

  （４）名称     長崎市体験の森 

  （５）所在地    長崎市茂木町 1010 番地１ほか 

  （６）設置年月日  平成６年７月１日 

  （７）設置目的   市民が森林に親しみ、憩い、自然を体験する場を提供することにより、森林及び林業についての理解並びに自

然愛護に対する意識の高揚に資する。 
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  （８）主な施設内容  

  ア 森林学習施設 ： 森林体験館（木造２階建（480 ㎡）、多目的ホール、木工体験コーナー、図書コーナー、森林学習室、厨房、

シャワー室、事務所等） 

  イ 休養宿泊施設 ： 木造平屋建（30 ㎡）３棟、木造２階建（48 ㎡）２棟、備付備品（ミニキッチン、ミニ冷蔵庫、ユニットバ

ス、トイレ、エアコン、布団、電気釜、等） 

  ウ 駐車場 ： 約 1,900 ㎡ 

  エ キャンプ場 ： テントサイト５区画（約 200 ㎡） 

  オ 運動広場 ： 約 6,500 ㎡、遊具３基 

  カ 涼坂樹木園 ： 約 22,600 ㎡ 

  キ 昆虫の森 ： クヌギ林（約 12,300 ㎡） 

  ク 桜園 ： 約 4,600 ㎡ 

  ケ 準堤観音広場 ： 約 3,200 ㎡ 

  コ 給水施設 ： 動力施設（ポンプ）１箇所、タンク５箇所、配管 

  サ 林間歩道 ： Ｌ＝約 2,410ｍ、Ｗ＝2.0ｍ 

  シ 便所 ： ６箇所、（汲取り式４箇所、バイオトイレ（微生物分解処理）２箇所） 

  ス 東屋 ： ５箇所、木造 

  セ 林道唐八景線 ： Ｌ＝5,100ｍ、Ｗ＝3.6ｍ 

  ソ その他施設 ： 広場３箇所（約 4,300 ㎡）、倉庫１棟、野鳥観察小屋２箇所 
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  （９）利用時間及び休所日（承認の基準） 

施設名 利用時間 休所日 

森林学習施設 
午前10時から午後4時までの時間帯を基準とし、１日６時間

以上 

１月２日から１月７日まで 

休養宿泊施設 

宿泊の場合 
午後４時から翌日午前10時までの時間帯を

基準とし、１日18時間以上 

休憩の場合 
午前11時から午後３時までの時間帯を基準

とし、１日４時間以上 

キャンプ施設 
午前0時から午後12時までの時間帯を基準とし、１日12時間

以上 

１月１日から６月30日まで及び10月１日

から12月31日まで 

シャワー施設 
午前10時から午後4時までの時間帯を基準とし、１日６時間

以上 
１月２日から１月７日まで 

運動広場 
午前10時から午後４時までの時間帯を基準とし、１日６時

間以上 
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  （10）主な利用料金（基準額） 

     休養宿泊施設 宿泊 午後４時から翌日午前 10 時まで １棟につき：8,904 円 

            休憩 午前 11 時から午後３時まで １棟１時間につき：523 円 

  

  （11）利用者数の推移 

                                                    （人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

  （12）指定管理委託料 ※修繕に係る委託料を含む                 （千円） 

 

 

 

 

 

  （13）利用料金収入                                （千円） 

 

 

 

 

施設名 区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

森林学習施設 利用者数 7,486 3,964 3,819 5,667 5,831 

休養宿泊施設 

宿泊利用者数 1,715 1,223 1,127 1,646 1,510 

休憩利用者数 1,404 829 905 1,275 1,247 

計 3,119 2,052 2,032 2,921 2,757 

キャンプ場 利用者数 155 216 451 878 491 

運動広場 利用者数 9,898 7,058 6,948 5,787 5,717 

計 20,658 13,290 13,250 15,253 14,796 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

金額 19,440 21,384 21,384 21,384 21,384 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

金額 3,195 2,378 2,309 3,418 3,176 
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 ２ 指定管理者候補者の概要 

 

  （１）名   称  株式会社 シンコー 

  （２）所 在 地  長崎県大村市東三城町６番地１ 

  （３）代 表 者  代表取締役 田代 スミ子 

  （４）設立年月日  昭和 57 年１月 21 日 

  （５）長崎市内営業所等 

    ア 名   称  株式会社シンコー長崎本社 

    イ 所 在 地  長崎市尾上町５番６号 

  （６）主 な 事 業   

    ア ビルの総合清掃に関する業務 

    イ 衛生害虫の駆除防除に関する業務 

    ウ ビルの機器設備の保守点検に関する業務 

    エ 一般廃棄物及び産業廃棄物収集運搬処理に関する業務 

    オ 保安及び警備に関する業務 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和 12 年３月 31 日まで
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 ４ 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由 

  （１） 選定の経過 公募 

    ア 応募団体数 ３団体 

    イ 提案の概要 

（ア） 提案内容 ※参考「（１）事業計画書概要」参照（12～38 ページ） 

（イ） 管理運営体制 

 

 

 

 

（ウ） 候補者提案額（指定管理料）                 （千円）  

   

  

       ※上限額 159,264,600 円 

       ※対前期提案額比：27.3％増 

 

   

年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 合計 

金額 26,541 26,268 26,946 27,759 28,571 136,085 

館 長 
副館長 

（１名） 

パート 

（６名） 

臨時職員 
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    【候補者提案額の内訳】                                      （千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  【目標入館者数】（候補者提案数）                 （人） 

 

 

     

    ウ 指定管理者候補者選定審査会による審査及び選定理由 

      指定管理者候補者選定審査会審査報告書（写）のとおり（次ページ参照） 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 合計 

収  入 

施設利用料 3,036 3,123 3,210 3,267 3,354 15,990 

附属設備利用料 299 308 316 322 330 1,575 

その他 348 355 360 365 370 1,798 

合計(A) 3,683 3,786 3,886 3,954 4,054 19,363 

支  出 

人件費 16,804 17,449 18,095 18,747 19,393 90,488 

需用費 2,637 2,678 2,720 2,762 2,804 13,601 

役務費 3,321 3,384 3,487 3,553 3,652 17,397 

委託料 4,802 3,483 3,483 3,483 3,483 18,734 

その他 2,660 3,060 3,047 3,168 3,293 15,228 

合計(B) 30,224 30,054 30,832 31,713 32,625 155,448 

市所要額(B-A) 

（指定管理委託料） 
26,541 26,268 26,946 27,759 28,571 136,085 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

16,950 17,775 18,500 19,125 19,950 
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346472
タイプライターテキスト
指定管理者候補者選定審査会審査報告書（写）
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346472
タイプライターテキスト
【参考】（１）事業計画書概要

346472
タイプライターテキスト
ア　指定管理者候補者の提案（抜粋）
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【参考】 

  イ 各応募者の提案（抜粋） 

評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

１ 基本事項 

基本方針 

①施設の設置目的に合った、魅力ある施設

とする為、理念目標、基本方針を設定し運

営を行う。 

②設置目的に合った、魅力ある施設とする

為、「自然とのふれあい」を最重要課題と

して運営する。 

③地域特性を理解し、地域社会（市民、地

域、団体、企業）と連携し、設置目的であ

る「市民が森林に親しみ、憩い、自然を体

験する場を提供することにより、森林及び

林業についての理解並びに自然愛護に対

する意識の高揚に資する」ため、「長崎市

体験の森づくり」をより良くする。 

④持続可能な開発目標（SDGs）の理念を踏

まえ、運営に取り組む。 

 

 

①施設の設置目的を規定した長崎市体験

の森条例第 1条の「市民が森林に親しみ、

憩い、自然を体験する場を提供することに

より、森林及び林業についての理解並びに

自然愛護に対する意識の高揚に資する」を

すべての活動の指針とする。 

②①のために、運営に携わる施設職員自ら

の「理解」並びに「意識の高揚」を高める。 

③当社が培ってきた近隣自治組織や NPO

法人等、長崎市の森林・林業にかかわるあ

らゆるステークホルダー（利害関係者）と

広く連携を図り地域連携を行う。 

④突発的な事件・事故への対応の初動は施

設職員が行わざるを得ない場合も想定し、

危機管理について、日頃より所轄の警察

署、消防署、保健所との連携も密に行うと

ともに、安全管理に関する体制を早急に確

立する。 

⑤長崎市体験の森条例をはじめ関係法制

に則った運営を行う。 

⑥若者の山林離れによる後継者不足によ

①関係法令順守のもと、「長崎市体験の森」

の設置目的を理解し、その運営方針に沿っ

た事業計画を策定し、管理運営を行う。 

②市民の皆さまが親しみ、憩う場所として

安全に考慮した施設と快適に過ごせる環

境の提供を行う。 

③「おもてなしの心」を持ち、利用者の利

便性の向上とサービス向上に努める。 

④年間を通じてファミリー向けや各世代

が楽しめる体験型イベントの実施を行う。 

⑤自然愛護への意識の芽生えと高揚につ

なげることを目的とし「木育」を通して、

市民の皆様と共に自然を体験することで

の学びと自然への理解を深め、森林と林業

の重要性を知る機会の提供を行う。 

⑥安全・安心を確保しながら、森林環境を

保全する大切さ、森林の多様性やその活用

方法等についての体験を促進する。 

⑦多様な森林体験プログラムの情報発信

による、新たな利用者の開拓を行う。 
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評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

り厳しい状況にある林業だが、一方で若年

者の間ではアウトドア志向の高まりがあ

ることから、インターネットや SNS で本施

設が取り上げられるよう様々な取組みを

行う。 

平等利用の確保 

①公共性及び公平性の理念に基づいた運

営管理を行う。 

②特定団体や個人を優遇しない。高齢者、

障がい者や外国人等を差別しない。 

③公平性に関する苦情は対応手順を作成

し、決められた手順に基づき、的確に行う。 

①「公の施設」を規定した地方自治法第 

244 条を平等利用の原則として常に参照

し、公の事業であるという自覚と市の代行

者としての認識を持って管理運営を行う。 

②国籍、年齢、性別、障がいの有無に関わ

らず、すべての人がそれぞれの目的で楽し

く利用できるように管理運営を行う。 

③市の代行者として、平等・公平・公正な

取扱いを徹底し、正当な理由のない限り利

用を拒まず、特定の個人や団体の利用を優

先することのないよう努める。 

①公の施設は地方自治法第 244 条第 1 項

において、「住民の福祉を増進する目的を

もってその利用に供するための施設」と定

義され、同条第 2項では、「指定管理者は、

正当な理由がない限り、住民が公の施設を

利用することを拒んではならない」、同条

第 3項では「指定管理者は住民が公の施設

を利用することについて不当な差別的取

扱をしてはならない」と規定されているこ

とを鑑み、合理的な理由もなく利用を制限

することなく、平等・公平な施設運営を行

う。 

個人情報の保護 

①プライバシーマネジメントシステムに

基づく保護・管理の徹底を行う。 

②個人情報を重要な情報であると認識し、

利用者から頂いた個人情報はプライバシ

ー保護を最優先に厳重に管理する。 

③個人情報の漏洩その他の事故を防止す

るための個人情報の適正な管理及び安全

①宿泊名簿など施設として保有する個人

情報は、個人情報マネジメントシステムに

準拠し、個人情報の保護に関する法律等な

ど法律・規程に則って最も高いセキュリテ

ィーレベルのもと管理を行う。 

②運営開始後に可及的速やかに新入社員

教育や個人情報の特定等を行う。 

①スタッフ全員の個人情報保護指針の理

解を徹底させ、「個人情報保護規定」に基

づいた個人情報保護マネジメントに沿っ

た個人情報保護を徹底する。また、当該マ

ネジメントの見直しを行い、継続的な改善

を図る。 

②利用者や取引先関係者等の利益の尊重
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評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

確保のために必要な措置を講じる。 

④管理業務に従事している職員に対して

は「業務を通じて知り得た個人情報につい

て、在職中はもちろん、退職後も他人に漏

えいしない」「個人情報の業務範囲を越え

た加工、個人目的以外使用等の禁止」を指

導し、入社時には守秘義務に関する誓約書

を交わす。 

⑤個人情報保護、情報資産管理に関する教

育の徹底、理解度の確認を行う。 

⑥情報公開を求められた場合、広く一般の

利用に供する公の施設の管理という役割

と責任、長崎市情報公開条例の趣旨、関係

法令等を十分認識し、必要に応じた開示等

を市と相談し行う。 

③業務のフロー・リスク分析や個人情報台

帳等の整備を行う。加えて、毎年施設職員

の教育や内部監査を行う。さらに、標準型

攻撃メールによる抜き打ち訓練を行う。 

をする。 

③利用者等の訪問目的を確認し、必要に応

じて受付票に記録し、立ち入る場合は許可

書を着用させるほか、職員が立ち会う。 

④個人情報を取得した場合、また取り扱い

業務終了後は個人情報を記録した書類、媒

体は所定の場所に速やかに保管し施錠す

る。 

⑤個人情報を取り扱う PC などの機器や装

置、設備を盗難、破壊、破損等の脅威や災

害などから保護するための規定を順守し、

その他の技術的なセキュリティー対策を

講じる。 

２ 事業計画 

施設の設置目的と 

計画 

①施設の設置目的に合った、魅力ある施設

とする為、楽しんで頂けるような森林学習

を実施する。 

②自然に親しみ憩い、自然を体験する場と

して、「森林体験学習」「キッズクラブ」を

継続し、「幅広い層が参加できるアクティ

ビティ」を強化する。 

③自然愛護に関する意識の高揚を図るた

①既存ステークホルダーの満足度最大化

を図り、ファンがファンを呼び込んでくれ

るような関係性を構築する。 

②現行サービスメニューにおいて、リピー

ターの確保だけでなく、ホームページ・各

種情報サイト・SNS・市の広報媒体等に積

極的に掲出し、新たな利用者獲得に注力す

る。 

①施設の設置目的に沿って、市民の皆さま

が親しみ、憩う場所として安全に考慮した

施設と快適に過ごせる環境の提供を行う。 

②木工体験や森林清掃など、多彩な体験イ

ベントや、森林環境教育などの推進プログ

ラム、災害対応キャンプ普及プログラムな

どを行う。 

③利用者に四季折々の自然景観を楽しん
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評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

め、年 1回の里山清掃などを開催する。 ③当社のノウハウを活かして、新規サービ

スメニューの開発を行う。 

で頂けるように、既存体験施策のブラシュ

アップに加え、ここにしかない各エリアの

自然・文化資源の発掘と名所づくりへの取

組み、積極的な情報発信に努め、年間を通

じたイベント施策を構築する。 

サービスの向上 

①ニーズの把握と様々な視点からの継続

的な取組みを行う。 

②利用者や関係者の声を聴くことは事業

の評価となることから、アンケートの実施

をホームページで行い、意見収集をする。 

③ホームページや SNS の充実及び放送媒

体を活用した新規利用者の獲得を目指す。 

④人材育成計画に基づく職員研修を実施

し、体験の森でのコンシェルジュを目指

す。 

⑤利用者のサービス向上として、電子決済

を導入する。 

⑥自主事業については、販売・貸出、体験

用品販売・貸出をメインに実施する。 

⑦自主事業として実施してきた「公孫樹工

作クラブ」を廃止し、さまざまな「収穫祭」

を実施検討する。 

 

①文字の大きさやカラーユニバーサルデ

ザイン配慮した web ページやロケーショ

ン情報の充実を行う。 

②SNS の運用として、インスタグラムのア

カウントを開設し高頻度で情報を掲載す

る。 

③通信環境の改善（森林体験館に Wi-Fi の

設置）を行う。 

④各種おでかけ・イベント情報やアウトド

ア情報サイト、広報誌への情報掲載や積極

的な営業活動を行う。 

⑤電子決済を速やかに導入する。 

⑥指定管理業務において、現在実施してい

るサービスメニューを継承しつつ、新規プ

ログラムを行う。 

⑦自主事業において、現在実施している物

品レンタル・販売事業、体験プログラムに

加え新規レンタル・販売品、体験プログラ

ムを加えることで利用者が手ぶらで気軽

①木工体験や森林清掃などの既存の体験

イベントの実施に加え、子どもたちの心身

を育む体験も実施する。 

②桜園を活用したキャンプ場や青空イベ

ントを実施し、のんびり過ごしたり家族で

楽しめる場所の提供を行う。また運動広場

などを活用した RVパークを創設する。 

③SNS アンケートや利用後のお客様の声

（レビュー）などを追加し Web サイトの刷

新を図る。 

④発信対象者別に発信ツールを駆使して

様々な媒体を使い情報発信を行う。 
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評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

に訪れることができるようにする。 

⑧これまでの築き上げられたステークホ

ルダーとの関係性が損なわれないように、

現行サービスメニューの維持向上を図る。 

評価と改善 

①月 1回のミーティングを実施開催し、計

画や進捗管理等を行う。 

②利用者や関係者の声を聴くことは事業

の評価となることから、アンケートの実施

をホームページで行い意見収集し、今以上

の「楽しい場」「サービス提供」ができるよ

うに対応する。 

③類似実績施設との連携で、従事者間の

「合同研修会」を開催する。 

④クレームや苦言でもしっかりと受け止

め、より良い運営に繋がるよう実施し、ま

た長崎市にも報告を行い、改善案があれば

指摘をもらう環境づくりをする。 

⑤国際標準マネジメントシステムの

lSO9001、lSO14001 を認証しており、品質

及び環境管理の基本であるマネジメント

サイクル(PDCA)を確実に展開し、「事業の

評価・改善体制」「公平性の確保と管理業

務の確実な遂行」「効率の良い管理運営の

実施」「利用者サービスの提供」などの使

①「自己評価」と「他者評価」の両面で行

う。その評価結果を絶えず事業計画に反映

させ、PDCA サイクルをまわすことでスパ

イラルアップを図る。 

②外部からの苦情対応について、苦情窓口

を設け誠実に対応し、社内でも共有する。 

①当社よる運営評価委員会を設置し、毎月

ごとに実施する。PDCA に沿った形骸化し

ない戦略・戦術の実現を目指す。利用者か

らの苦情や要望把握、それを基に円滑な運

営を実施、その評価や結果を改善し、施設

利用にあたってのお客様の利便性の向上、

また、次の施策に活かすスキームを実現し

て時間・費用共にロスの少ない迅速な対応

や運営業務を実現していく。 

②安全衛生委員会の設置や外部指導委員

会を実施する。 

③SNS による要望・苦情の把握、アンケー

ト調査の実施による把握、関係諸団体から

のヒアリングによる把握により、要望や苦

情のデータ分析により改善を図り、利用者

へのサービス向上、利用促進に努める。 
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評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

命を、常に上昇・発展させていくスパイラ

ル構造展開を行う。 

３ 管理運営体制 

人員配置 
館長 1名、副館長 1名、パート 6名、臨時

職員 

施設長 1名、主任 1名、スタッフ 6名 施設長 1名、主任 2名、スタッフ 8名 

収支計画・施設管理 

（１）収支計画 

①今後 5 年間の「経営環境」「人件費の推

移」などについて総合的に検討し決定し

た。 

②人件費は、日本社会全体の傾向に「賃金

の向上」があり、時間単価は上昇傾向だが、

より良い人材を従事させるため、これらの

収支計画に関するリスクは経営努力で克

服する。 

③指定期間 5年間の管理運営の収支（自主

事業以外）として、収入の部は、利用料金、

イベント参加費及び指定管理料の計に対

し、支出の部で収支同額の計画としてい

る。また、指定期間 5年間の自主事業の収

支として、814,100 円の利益を見込む収支

計画としている。 

（２）施設管理 

①利用される方の安心・安全の確保と効果

的な管理を両立させる。 

（１）収支計画 

①人員配置をベースとして、一定程度の定

期昇給とそれに伴う法定福利費を織り込

んだ。 

②令和 7年度、令和 8年度は運営立ち上げ

期にあたるため、web ページ作成や IT 整

備費用等の初期費用を算出した。 

③指定期間 5年間の管理運営の収支（自主

事業以外）として、収入の部は、利用料金

及び指定管理料の計に対し、支出の部では

収入同額の計画としている。また、指定期

間 5 年間の自主事業においては、432,716

千円の利益を見込む収支計画としている。 

 

 

 

（２）施設管理 

①施設及び設備の保守点検について、法的

要件を満たした専門業者に委託し、仕様書

（１）収支計画 

①施設管理業務をはじめ、各種の管理業務

と指定管理業務の実績と知識を有する当

社の、無駄を省いた管理体制と運営能力に

より、ご利用者様の利便性の向上と提供す

るサービスを図りながらも経費削減を実

現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設管理 

①スムーズなメンテナンスの実施と緊急

対応を行う。 
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評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

②苦情・要望は対応手順を作成し決められ

た手順に基づき、的確に対応する。 

③「長崎市体験の森維持管理年間管理表」

を作成し、予防保全、安全点検を行う。 

④施設管理に必要な登録をした企業とし

て、環境衛生管理事業に努める。 

記載の要件を満たすようモニタリングを

行う。 

②修繕については、日常点検において発見

した修繕を要する事項に記録し優先順位

をつけて執行する。 

③清掃及び除草においては、仕様書記載さ

れた基準を必要最低限とし、日々のパトロ

ール等で現状把握を行い、利用者が快適に

過ごせるよう常に清潔な状態を維持する。 

④施設の安全管理については、避難訓練の

実施や消火器・AED の設置場所を全職員に

周知徹底し、救護処置に係る基礎研修を行

い、ポイズンリムーバー等救急用品を備え

付ける。 

⑤施設所有者である長崎市に状況報告を

定期的に行う。 

②こまめなメンテナンスや、危険箇所だけ

ではなく、見苦しい箇所や要改善箇所につ

いては放置せず、早急な手当及び改善を行

う。 

③管理事務所をはじめ、現地スタッフへの

「OODA ループ」を導入し、スタッフ間での

コミュニケーション機会の増加を図った

うえで、近年のスピード感を求められる情

報化社会への対応に努める。 

④日常から清掃・衛生業務においては、徹

底した巡回と指導により管理を行う。ま

た、利用者が直接触れる物（マット、布団

など）、水回り（トイレ、シャワー等）の清

掃・消毒作業については、マニュアルを作

成した上で行う。 

緊急時の対応 

①緊急事態の発生時には、危機管理マニュ

アル及び訓練に基づき、適切で素早い対応

を行う。 

②従事者が利用者の安全確保を最優先に

行動し、長崎市をはじめ関係機関への報

告・連携により、被害を最小限にとどめる

努力をする。 

③長崎市体験の森のトラブルに関しても、

①リスクマネジメント委員会を実施し、リ

スクマネジメント計画書の作成及び定期

的な見直しを行っているため、新たに当該

計画書に盛り込む作業を行う。加えて定期

的な巡回や定期的な改善状況のフォロー

を行う。 

②社内で発災した労災事故、ヒヤリハット

事例に関するトピックスを共有する。 

①現地スタッフの緊急時対応等について、

管理・教育を行い、より安全・安心な管理

体制のもと管理運営を行う。 

②危機管理対策会議や安全衛生委員会の

開催、緊急時対策組織及び緊急連絡網の確

立、危機管理マニュアルに沿った教育の徹

底、消防計画に沿った訓練の実施、事業体

ネットワークを活かした緊急時サポート
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評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

即連絡が取れる体制で、閉館時でも、緊急

時の場合は、24 時間 365 日体制で連絡が

取れることを可能とする。 

④施設利用者・来場者の安心・安全の確保

を最重要課題とし、日常的な未然防止処置

(施設内に潜んでいる危険個所の探査・巡

回及び対策の実施)や自然災害に関する情

報収集、予測される危機に対する予防的対

策及び突発的な事故・火災・地震など発生

した危機に対する対応(危機管理マニュア

ル・消防計画)の双方の観点から万全の管

理運営を行う。 

⑤予防処置を含めた防犯・防災体制や対策

を実施する。 

⑥防災計画を充実し大規模災害にも対応

可能な体制、対応を実施する。 

③日常点検の実施や、イベント開催時の危

機管理については実施計画書の中に項目

を設けて発生しうるリスクの洗い出しを

する。 

体制の整備を行う。 

③緊急時、程度に応じた行動基準を定め、

迅速な対応を行う。 

④事件、事故による発生しうる様々な危機

的リスクに対して、「低減」「回避」「保有」

「転移」の対策を講じることで安全体制を

強化する。 

⑤長崎市により作成されたマニュアルま

たは指さし・手持ち案内カードを備えるこ

とで災害発生時の外国人対策を講じる。 

４ 価格 

経費 

提案額（５年間総額）：136,083,600 円 

（上限額：159,264,600 円の 85.44％） 

①「人件費の効果的な運用」と「委託費等

の削減」を取り組む。 

提案額（５年間総額）：159,260,000 円 

（上限額：159,264,600 円の 99.99％）） 

①人員配置をベースとして、一定程度の定

期昇給とそれに伴う法定福利費を盛り込

んだ。 

②経費削減として、アイドリングストップ

や省エネルギー性能も考慮に入れた機器

提案額（５年間総額）：142,830,565 円 

（上限額：159,264,600 円の 89.68％） 

①広告・宣伝費の配分を考慮した計画とし

ている。 

②PC 等の事務用品や備品の一部は当社所

有のものを使用するなど、初期投資を極力 

抑える計画としている。 
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評価項目 
第一順位 第二順位 失  格 

株式会社シンコー 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 株式会社ファーストスター 

選定を行う。 

③カラープリントの不使用や 2in1 の両面

印刷など印刷代を縮減する。 

③現地スタッフは各業務の専門家または

経験者であり、少数精鋭で業務にあたるこ

とで余剰人員をなくし人件費の縮減を図

る。 
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346472
タイプライターテキスト
【参考】（２）募集要項、仕様書
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